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・
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附
則 

 

二
元
代
表
制
の
一
翼
を
担
う
存
在
と
し
て
地
方
議
会
は
、
地
方
分
権
型
社
会
の
進
展
を
踏
ま
え
、
真
の
地
方
自
治
の
実
現
を
追
求
し
、
市
政
の
発

展
及
び
市
民
福
祉
の
向
上
を
目
指
す
た
め
に
、
そ
の
機
能
を
最
大
限
に
発
揮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

福
島
市
議
会
は
、
市
民
を
代
表
す
る
議
決
機
関
で
あ
る
こ
と
を
常
に
自
覚
し
、
市
長
そ
の
他
の
執
行
機
関
に
対
し
て
監
視
及
び
評
価
を
行
う
と
と

も
に
、
議
会
の
体
制
の
充
実
及
び
立
法
機
能
の
強
化
を
図
り
、
政
策
立
案
及
び
政
策
提
言
を
積
極
的
に
行
う
も
の
と
す
る
。 



福
島
市
議
会
は
、
議
会
、
行
政
及
び
市
民
と
の
関
係
を
明
確
に
し
、
議
会
活
動
へ
の
市
民
参
加
の
機
会
を
多
様
に
設
定
し
、
議
会
の
公
平
性
、
公

正
性
及
び
透
明
性
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
市
民
に
わ
か
り
や
す
く
市
民
に
開
か
れ
た
議
会
運
営
を
目
指
し
、
市
民
の
負
託
に
全
力
で
応
え
て
い
く

こ
と
を
決
意
し
、
日
本
国
憲
法
及
び
地
方
自
治
法
の
下
、
議
会
の
基
本
理
念
、
議
会
及
び
議
員
の
責
務
及
び
活
動
原
則
等
を
定
め
る
た
め
、
議
会
の

最
高
規
範
と
な
る
こ
の
条
例
を
制
定
す
る
。 

 

第
一
章 

総
則 

（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
地
方
自
治
の
本
旨
に
基
づ
き
、
議
会
の
基
本
理
念
、
議
会
及
び
議
員
の
責
務
及
び
活
動
原
則
等
、
議
会
に
関
す
る
基
本
的

事
項
を
定
め
、
合
議
制
の
機
関
で
あ
る
議
会
の
役
割
を
明
確
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
市
民
の
負
託
に
的
確
に
応
え
、
も
っ
て
市
政
の
発
展
及
び
市

民
福
祉
の
向
上
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

（
基
本
理
念
） 

第
二
条 

議
会
は
、
二
元
代
表
制
の
下
、
公
平
性
、
公
正
性
及
び
透
明
性
を
高
め
、
市
民
に
開
か
れ
た
議
会
運
営
を
実
現
し
、
議
員
間
の
自
由
闊
達

な
議
論
及
び
討
議
を
行
い
、
広
く
市
民
の
意
思
及
び
市
政
の
課
題
を
的
確
に
把
握
す
る
と
と
も
に
、
政
策
形
成
能
力
の
向
上
を
図
り
、
政
策
立
案

及
び
政
策
提
言
を
積
極
的
に
行
い
、
市
民
の
信
頼
及
び
負
託
に
応
え
る
も
の
と
す
る
。 

（
基
本
方
針
） 

第
三
条 

議
会
は
、
前
条
の
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
次
に
掲
げ
る
基
本
方
針
に
基
づ
い
た
議
会
活
動
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

一 

市
民
が
積
極
的
に
議
会
に
参
加
す
る
た
め
に
は
、
議
会
活
動
の
公
開
が
前
提
と
な
る
こ
と
か
ら
、
公
平
性
、
公
正
性
及
び
透
明
性
を
高
め
る

と
と
も
に
、
議
会
活
動
へ
の
市
民
参
加
の
機
会
を
多
様
に
設
定
し
、
市
民
に
開
か
れ
た
議
会
の
実
現
を
目
指
す
こ
と
。 

二 

二
元
代
表
制
の
下
、
合
議
制
の
機
関
と
し
て
の
特
性
を
生
か
し
、
議
員
間
の
自
由
闊
達
な
議
論
及
び
討
議
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
多
様
な
意

見
の
中
か
ら
市
政
の
課
題
に
対
す
る
論
点
及
び
争
点
を
明
確
に
し
、
合
意
形
成
を
図
る
議
会
の
実
現
を
目
指
す
こ
と
。 

三 

市
長
そ
の
他
の
執
行
機
関
（
以
下
「
市
長
等
」
と
い
う
。
）
と
の
緊
張
あ
る
関
係
を
保
ち
な
が
ら
、
議
会
の
体
制
の
充
実
及
び
立
法
機
能
の
強

化
を
図
り
、
政
策
立
案
及
び
政
策
提
言
を
積
極
的
に
行
い
、
市
民
の
意
思
を
的
確
に
市
政
に
反
映
さ
せ
る
議
会
の
実
現
を
目
指
す
こ
と
。 



第
二
章 

議
会
及
び
議
員
の
活
動
原
則 

（
議
会
の
活
動
原
則
） 

第
四
条 
議
会
は
、
前
条
の
基
本
方
針
に
の
っ
と
り
、
市
民
に
開
か
れ
た
議
会
を
目
指
す
と
と
も
に
、
議
員
間
の
自
由
闊
達
な
議
論
及
び
討
議
を
行

い
、
合
意
形
成
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

議
会
は
、
市
民
を
代
表
す
る
議
決
機
関
で
あ
る
こ
と
を
常
に
自
覚
し
、
市
長
等
に
対
す
る
監
視
機
関
と
し
て
の
責
任
を
認
識
し
、
市
の
基
本
的

な
政
策
決
定
、
市
政
の
監
視
及
び
評
価
、
政
策
立
案
並
び
に
政
策
提
言
を
行
う
機
能
を
十
分
に
果
た
す
よ
う
運
営
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

３ 

議
会
は
、
市
民
参
加
の
機
会
を
多
様
に
設
定
し
、
市
民
の
多
様
な
意
見
を
的
確
に
把
握
し
、
政
策
立
案
及
び
政
策
提
言
の
強
化
に
努
め
る
も
の

と
す
る
。 

４ 

議
会
は
、
議
決
責
任
を
深
く
認
識
し
、
市
民
に
対
し
て
情
報
提
供
及
び
情
報
公
開
を
積
極
的
に
推
進
す
る
と
と
も
に
、
説
明
責
任
を
果
た
す
も

の
と
す
る
。 

（
議
員
の
活
動
原
則
） 

第
五
条 

議
員
は
、
市
民
の
負
託
を
受
け
た
市
民
の
代
表
で
あ
る
こ
と
を
常
に
自
覚
し
、
議
員
と
し
て
必
要
な
資
質
の
向
上
に
努
め
、
議
会
の
構
成

員
と
し
て
の
役
割
及
び
責
任
を
誠
実
に
果
た
す
と
と
も
に
、
自
ら
の
議
会
活
動
に
つ
い
て
、
市
民
へ
の
説
明
責
任
を
果
た
す
も
の
と
す
る
。 

２ 

議
員
は
、
議
会
の
構
成
員
と
し
て
、
市
政
全
体
を
見
据
え
、
積
極
的
な
調
査
研
究
活
動
を
通
じ
て
、
市
民
福
祉
の
向
上
を
目
指
し
て
活
動
す
る

も
の
と
す
る
。 

３ 

議
員
は
、
言
論
が
議
会
活
動
の
基
本
で
あ
る
こ
と
及
び
議
会
が
合
議
制
の
機
関
で
あ
る
こ
と
を
十
分
に
認
識
し
、
議
員
間
の
自
由
闊
達
な
議
論

及
び
討
議
を
尊
重
す
る
も
の
と
す
る
。 

４ 

議
員
は
、
市
民
の
多
様
な
意
見
を
的
確
に
把
握
し
、
政
策
立
案
及
び
政
策
提
言
の
強
化
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

 

第
三
章 

災
害
対
応 

（
災
害
時
に
お
け
る
議
会
の
活
動
） 

第
六
条 

議
会
は
、
市
民
の
生
命
又
は
生
活
に
直
接
影
響
を
及
ぼ
す
災
害
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
単
に
「
災
害
」
と
い
う
。
）
が
発
生
し
た
場
合
は
、

市
民
及
び
地
域
の
状
況
を
的
確
に
把
握
し
、
緊
急
時
に
お
け
る
総
合
的
か
つ
機
能
的
な
活
動
が
図
れ
る
よ
う
、
体
制
の
整
備
に
努
め
る
も
の
と
す



る
。 

２ 
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
議
長
は
、
議
会
と
し
て
の
対
応
策
を
協
議
又
は
調
整
す
る
た
め
の
会
議
を
必
要
に
応
じ
て
開
催
す
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

議
会
は
、
災
害
の
状
況
を
調
査
し
、
市
民
の
意
見
及
び
要
望
を
的
確
に
把
握
す
る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
て
市
長
等
に
対
す
る
情
報
提
供
、

提
言
等
を
行
い
、
か
つ
、
関
係
機
関
に
対
す
る
要
請
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

４ 

議
会
は
、
前
項
の
調
査
に
よ
り
得
ら
れ
た
情
報
に
基
づ
き
市
民
へ
の
情
報
提
供
を
積
極
的
か
つ
適
切
に
行
う
も
の
と
す
る
。 

（
災
害
時
に
お
け
る
議
員
の
活
動
） 

第
七
条 

議
員
は
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
は
、
議
会
の
災
害
対
応
の
方
針
に
基
づ
き
、
必
要
な
役
割
を
果
た
す
も
の
と
す
る
。 

第
四
章 

議
会
運
営 

（
民
主
的
か
つ
効
率
的
な
議
会
運
営
） 

第
八
条 

議
会
は
、
議
員
平
等
の
原
則
に
よ
る
民
主
的
な
運
営
を
基
本
と
し
、
加
え
て
効
率
的
な
運
営
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

議
会
は
、
市
民
に
分
か
り
や
す
い
言
葉
及
び
表
現
の
方
法
を
用
い
た
議
会
運
営
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

本
会
議
に
お
い
て
、
代
表
質
問
は
総
括
質
問
方
式
で
行
い
、
一
般
質
問
、
関
連
質
問
及
び
議
案
質
疑
は
一
問
一
答
方
式
で
行
う
も
の
と
す
る
。 

（
議
会
の
会
期
） 

第
九
条 

議
会
は
、
地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。)

第
百
二
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
会
期
を
通
年
と
す

る
。 

２ 

議
会
の
会
期
を
通
年
と
す
る
必
要
な
事
項
は
、
別
に
条
例
で
定
め
る
。 

（
議
長
の
責
務
及
び
役
割
） 

第
十
条 

議
長
は
、
中
立
か
つ
公
正
な
職
務
遂
行
に
努
め
る
と
と
も
に
、
議
会
の
品
位
を
保
持
し
、
民
主
的
か
つ
効
率
的
な
議
会
運
営
を
行
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

議
長
は
、
議
場
の
秩
序
を
保
持
し
、
議
事
を
整
理
し
、
議
会
の
事
務
を
統
理
し
、
議
会
を
代
表
す
る
。 

３ 

前
二
項
の
規
定
は
、
副
議
長
が
議
長
の
職
務
を
行
う
場
合
に
準
用
す
る
。 

（
委
員
会
の
適
切
な
運
営
） 



第
十
一
条 

議
会
は
、
市
政
の
課
題
に
対
応
す
る
た
め
、
常
任
委
員
会
、
議
会
運
営
委
員
会
及
び
特
別
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
の
専

門
性
及
び
特
性
を
考
慮
し
た
上
で
委
員
会
を
適
切
に
活
用
す
る
も
の
と
し
、
委
員
会
は
、
そ
の
専
門
性
及
び
特
性
が
十
分
に
発
揮
で
き
る
よ
う
運

営
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

議
会
は
、
委
員
会
の
委
員
を
選
任
す
る
と
き
は
、
議
員
が
公
平
か
つ
公
正
に
選
任
さ
れ
る
よ
う
な
方
法
の
確
保
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

委
員
会
は
、
議
会
と
し
て
の
合
意
形
成
を
図
る
た
め
、
委
員
間
に
お
け
る
自
由
討
議
を
尊
重
す
る
と
と
も
に
、
委
員
会
の
審
査
に
当
た
っ
て
は
、

市
民
に
分
か
り
や
す
い
議
論
を
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

常
任
委
員
会
は
、
各
所
管
に
属
す
る
事
務
に
関
す
る
調
査
を
積
極
的
に
行
う
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

５ 

委
員
会
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
議
事
堂
以
外
の
場
所
に
お
い
て
委
員
会
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

６ 

委
員
長
は
、
中
立
か
つ
公
正
な
立
場
で
、
民
主
的
か
つ
効
率
的
な
議
事
の
運
営
に
努
め
、
委
員
会
の
議
事
を
整
理
し
、
秩
序
を
保
持
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

７ 

委
員
長
は
、
調
査
又
は
審
査
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
委
員
会
の
専
門
性
及
び
特
性
を
発
揮
さ
せ
る
と
と
も
に
、
委
員
間
の
自
由
な
討
議

が
積
極
的
に
行
わ
れ
る
よ
う
委
員
会
を
運
営
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
全
員
協
議
会
及
び
委
員
協
議
会
） 

第
十
二
条 

議
会
は
全
員
協
議
会
を
、
委
員
会
は
委
員
協
議
会
を
必
要
に
応
じ
て
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
会
派
） 

第
十
三
条 

議
員
は
、
議
会
活
動
を
行
う
た
め
、
会
派
を
結
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

会
派
は
、
主
と
し
て
政
策
等
に
関
し
て
同
一
の
理
念
を
共
有
す
る
議
員
で
構
成
す
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

会
派
は
、
そ
の
活
動
に
お
い
て
、
政
策
立
案
及
び
政
策
提
言
を
行
う
た
め
の
調
査
研
究
を
積
極
的
に
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

会
派
は
、
議
会
運
営
、
政
策
立
案
及
び
政
策
提
言
に
関
し
、
必
要
に
応
じ
て
会
派
間
で
調
整
を
行
い
、
合
意
形
成
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

会
派
は
、
そ
の
活
動
に
つ
い
て
、
市
民
に
対
し
て
説
明
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

６ 

議
長
は
、
必
要
に
応
じ
て
会
派
の
代
表
者
に
よ
る
会
議
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
政
務
活
動
費
） 



第
十
四
条 

政
務
活
動
費
は
、
議
員
の
調
査
研
究
そ
の
他
の
活
動
に
資
す
る
た
め
に
交
付
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
、
適
正
に
執
行
す
る

と
と
も
に
、
政
務
活
動
費
の
交
付
を
受
け
た
も
の
は
、
収
支
報
告
書
等
を
公
開
し
、
市
民
に
対
す
る
説
明
責
任
を
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

政
務
活
動
費
に
つ
い
て
は
、
別
に
条
例
で
定
め
る
。 

第
五
章 

市
民
及
び
議
会
の
関
係 

（
会
議
の
公
開
） 

第
十
五
条 

議
会
は
、
本
会
議
及
び
委
員
会
を
原
則
と
し
て
公
開
で
行
う
も
の
と
す
る
。 

２ 

議
会
は
、
自
ら
開
催
す
る
各
種
会
議
を
公
開
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
情
報
の
共
有
及
び
公
開
並
び
に
議
決
に
対
す
る
説
明
責
任
） 

第
十
六
条 

議
会
は
、
開
か
れ
た
議
会
を
目
指
す
た
め
、
市
民
と
の
情
報
の
共
有
及
び
積
極
的
な
情
報
公
開
を
進
め
る
と
と
も
に
、
市
民
へ
の
説
明

責
任
を
果
た
す
も
の
と
す
る
。 

２ 

議
会
は
、
議
会
活
動
及
び
市
政
に
関
す
る
情
報
を
市
民
と
共
有
す
る
た
め
、
議
会
報
告
会
を
開
催
す
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

議
会
は
、
市
議
会
だ
よ
り
及
び
市
議
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
よ
り
議
会
活
動
に
つ
い
て
の
情
報
を
分
か
り
や
す
く
、
か
つ
、
積
極
的
に
周
知
す
る

と
と
も
に
、
情
報
通
信
の
技
術
の
発
達
を
踏
ま
え
た
多
様
な
手
段
を
活
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
さ
ら
に
多
く
の
市
民
が
議
会
及
び
市
政
に
対
し
て

関
心
を
持
つ
よ
う
広
報
活
動
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

議
会
は
、
市
民
の
知
る
権
利
を
保
障
し
、
福
島
市
情
報
公
開
条
例
（
平
成
十
年
条
例
第
一
号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
議
会
が
保
有
す
る

情
報
を
市
民
の
求
め
に
応
じ
て
、
原
則
と
し
て
公
開
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

議
会
は
、
議
案
、
委
員
会
の
審
査
等
に
関
す
る
資
料
に
つ
い
て
、
公
開
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

６ 

議
会
は
、
議
決
に
対
す
る
説
明
責
任
を
果
た
す
う
え
で
、
議
案
、
請
願
及
び
陳
情
に
対
す
る
議
員
個
人
の
賛
否
の
意
思
表
示
の
状
況
に
つ
い
て
、

公
表
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

７ 

議
会
は
、
広
報
紙
等
の
充
実
、
市
民
と
の
情
報
共
有
の
推
進
等
を
充
実
さ
せ
る
た
め
の
組
織
の
設
置
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
市
民
参
加
の
推
進
） 

第
十
七
条 

議
会
は
、
市
民
と
の
連
携
を
推
進
し
、
市
政
の
課
題
に
柔
軟
に
対
処
す
る
た
め
、
市
民
参
加
の
機
会
及
び
市
民
の
意
見
を
市
政
に
反
映



さ
せ
る
機
会
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 
議
会
は
、
市
民
と
の
意
見
交
換
及
び
意
見
聴
取
の
場
を
多
様
に
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

議
会
は
、
広
く
市
民
の
意
見
及
び
知
見
を
審
議
等
に
反
映
さ
せ
る
た
め
、
公
聴
会
制
度
及
び
参
考
人
制
度
の
積
極
的
な
活
用
に
努
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

４ 

議
会
は
、
請
願
及
び
陳
情
の
審
議
等
に
当
た
っ
て
は
、
必
要
に
応
じ
て
請
願
及
び
陳
情
の
提
出
者
の
意
見
を
聴
く
こ
と
が
で
き
る
。 

５ 

議
会
は
、
市
政
に
関
す
る
基
本
的
な
政
策
等
の
策
定
に
当
た
り
、
市
民
が
意
見
を
提
出
す
る
機
会
と
し
て
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト
を
行
う

こ
と
が
で
き
る
。 

第
六
章 

議
会
及
び
行
政
の
関
係 

（
議
会
及
び
議
員
並
び
に
市
長
等
の
関
係
） 

第
十
八
条 

議
会
は
、
市
長
等
と
の
緊
張
あ
る
関
係
を
保
ち
な
が
ら
、
独
立
か
つ
対
等
の
立
場
に
お
い
て
、
市
長
等
に
対
し
て
監
視
及
び
評
価
を
行

う
も
の
と
す
る
。 

２ 

議
員
は
、
二
元
代
表
制
の
観
点
か
ら
、
法
令
等
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
審
議
会
並
び
に
審
議
会
等
の
設
置
の
目
的
及
び
構
成
員
が
広
域
に
わ
た

る
も
の
以
外
の
審
議
会
等
の
委
員
に
は
原
則
と
し
て
就
任
し
な
い
も
の
と
す
る
。 

３ 

議
会
は
、
必
要
に
応
じ
て
市
長
等
に
対
し
て
会
議
等
へ
の
出
席
を
要
請
す
る
も
の
と
す
る
。 

４ 

本
会
議
又
は
委
員
会
に
お
い
て
、
議
員
の
質
問
及
び
質
疑
に
対
し
答
弁
を
す
る
者
は
、
論
点
を
明
確
に
し
て
議
論
を
深
め
る
目
的
で
、
議
長
又

は
委
員
長
の
許
可
を
得
て
、
反
問
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

５ 

市
長
等
は
、
本
会
議
に
お
い
て
可
決
さ
れ
た
附
帯
決
議
の
趣
旨
を
尊
重
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

６ 

市
長
等
は
、
議
会
が
採
択
し
た
請
願
及
び
陳
情
の
う
ち
、
議
会
が
市
長
等
に
お
い
て
措
置
す
る
こ
と
が
適
当
と
認
め
る
も
の
に
つ
い
て
、
そ
の

趣
旨
を
実
現
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

７ 

議
会
は
、
前
項
の
市
長
等
に
お
い
て
措
置
す
る
こ
と
が
適
当
と
認
め
る
請
願
及
び
陳
情
に
関
す
る
処
理
の
経
過
及
び
結
果
に
つ
い
て
報
告
を
求

め
る
も
の
と
す
る
。 

（
重
要
な
政
策
等
の
説
明
） 



第
十
九
条 

議
会
は
、
市
長
が
提
案
す
る
議
案
に
つ
い
て
、
審
議
に
お
け
る
論
点
を
整
理
し
、
そ
の
審
議
を
深
め
る
た
め
、
市
長
等
に
対
し
て
、
必

要
な
情
報
を
明
ら
か
に
す
る
よ
う
求
め
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

議
会
は
、
市
長
等
が
、
重
要
な
政
策
等
に
つ
い
て
、
基
本
方
針
、
素
案
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
を
作
成
し
、
又
は
変
更
す
る
と
き
は
、

市
長
等
に
対
し
て
、
議
会
の
意
見
及
び
政
策
提
言
の
趣
旨
を
尊
重
す
る
こ
と
並
び
に
重
要
な
政
策
等
に
関
す
る
内
容
の
説
明
を
求
め
る
も
の
と
す

る
。 

（
説
明
資
料
の
要
求
） 

第
二
十
条 

議
会
は
、
議
案
等
の
審
議
、
市
長
等
に
対
す
る
監
視
及
び
評
価
、
政
策
立
案
並
び
に
政
策
提
言
を
行
う
た
め
、
市
長
等
に
対
し
て
、
議

会
が
必
要
と
す
る
資
料
の
提
供
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

議
会
は
、
市
長
が
予
算
を
議
会
に
提
出
し
、
又
は
決
算
を
議
会
の
認
定
に
付
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
可
能
な
限
り
、
市
長
等
に
対
し
て
、
議
会

が
必
要
と
す
る
資
料
の
提
供
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
議
決
事
件
の
拡
大
） 

第
二
十
一
条 

議
会
は
、
二
元
代
表
制
の
下
で
の
議
会
の
役
割
を
果
た
す
た
め
、
法
第
九
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
議
決
事
件
の
拡
大
に
つ

い
て
検
討
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

法
第
九
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
議
会
が
議
決
す
べ
き
事
件
に
つ
い
て
は
、
別
に
条
例
で
定
め
る
。 

第
七
章 

自
由
討
議
の
推
進 

（
議
員
間
の
自
由
討
議
） 

第
二
十
二
条 

議
会
は
、
本
会
議
及
び
委
員
会
に
お
い
て
、
論
点
及
び
争
点
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
り
合
意
形
成
を
図
る
た
め
、
議
員
間
の
言

論
を
尊
重
し
、
自
由
討
議
を
重
視
し
た
運
営
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
政
策
討
論
会
） 

第
二
十
三
条 

議
会
は
、
市
政
に
関
す
る
重
要
な
政
策
及
び
課
題
に
対
し
て
、
議
会
と
し
て
の
共
通
認
識
及
び
合
意
形
成
を
図
り
、
も
っ
て
政
策
立

案
及
び
政
策
提
言
を
推
進
す
る
た
め
、
政
策
討
論
会
を
開
催
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
政
策
立
案
及
び
政
策
提
言
の
推
進
） 



第
二
十
四
条 

議
会
は
、
市
の
政
策
水
準
の
向
上
を
図
る
た
め
、
議
員
間
に
よ
る
討
議
を
尽
く
し
、
政
策
立
案
機
能
の
強
化
に
努
め
、
市
長
等
に
対

す
る
政
策
立
案
及
び
政
策
提
言
を
積
極
的
に
行
う
も
の
と
す
る
。 

２ 

議
員
及
び
委
員
会
は
、
議
会
の
立
法
機
能
の
充
実
及
び
強
化
並
び
に
政
策
水
準
の
向
上
を
図
り
、
積
極
的
な
条
例
提
案
を
行
う
よ
う
努
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

議
会
は
、
審
議
の
充
実
及
び
議
会
に
よ
る
政
策
形
成
機
能
の
強
化
を
図
り
、
市
の
直
面
す
る
重
要
課
題
に
対
応
す
る
た
め
、
専
門
的
な
知
識
及

び
学
識
経
験
を
有
す
る
者
等
の
知
見
を
積
極
的
に
活
用
す
る
も
の
と
す
る
。 

第
八
章 

議
会
の
機
能
強
化 

（
議
会
改
革
の
推
進
） 

第
二
十
五
条 

議
会
は
、
議
会
改
革
に
継
続
的
に
取
り
組
む
た
め
、
議
員
で
構
成
す
る
議
会
改
革
を
推
進
す
る
組
織
を
設
置
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

議
会
は
、
議
会
制
度
に
係
る
法
令
等
の
改
正
等
が
あ
っ
た
場
合
又
は
議
案
の
審
議
、
議
会
の
運
営
若
し
く
は
市
政
の
課
題
に
関
す
る
協
議
、
調

整
若
し
く
は
調
査
の
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
必
要
な
組
織
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
議
員
研
修
の
充
実
及
び
強
化
） 

第
二
十
六
条 

議
会
は
、
議
員
の
政
策
立
案
及
び
政
策
提
言
に
係
る
能
力
の
向
上
の
た
め
、
議
員
の
研
修
の
充
実
及
び
強
化
を
図
る
も
の
と
す
る
。 

（
議
会
事
務
局
の
機
能
強
化
及
び
体
制
整
備
） 

第
二
十
七
条 

議
会
は
、
市
長
等
へ
の
監
視
機
能
、
政
策
立
案
機
能
及
び
政
策
提
言
機
能
を
高
め
る
た
め
、
議
会
事
務
局
の
機
能
強
化
及
び
組
織
体

制
の
充
実
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
議
会
予
算
の
確
保
） 

第
二
十
八
条 

議
会
は
、
議
決
機
関
と
し
て
の
機
能
を
充
実
す
る
た
め
、
必
要
な
予
算
の
確
保
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
議
会
図
書
室
の
機
能
強
化
） 

第
二
十
九
条 

議
会
は
、
議
員
の
調
査
研
究
に
資
す
る
た
め
、
図
書
の
充
実
を
図
る
と
と
も
に
議
会
図
書
室
を
適
正
に
管
理
し
、
及
び
運
営
し
、
そ

の
機
能
の
強
化
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

第
九
章 

議
員
の
政
治
倫
理
、
身
分
及
び
待
遇 



（
議
員
の
政
治
倫
理
） 

第
三
十
条 

議
員
は
、
市
民
の
負
託
に
応
え
る
た
め
、
高
い
倫
理
的
義
務
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
常
に
自
覚
し
、
市
民
の
代
表
と
し
て
、
良
心

及
び
責
任
感
を
持
っ
て
そ
の
責
務
を
果
た
す
と
と
も
に
、
品
位
を
保
持
し
、
識
見
を
養
う
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

議
員
の
政
治
倫
理
に
つ
い
て
は
、
別
に
条
例
で
定
め
る
。 

（
議
員
定
数
） 

第
三
十
一
条 

議
員
定
数
の
改
正
に
当
た
っ
て
は
、
行
財
政
改
革
の
視
点
だ
け
で
は
な
く
、
市
政
の
現
状
及
び
課
題
並
び
に
将
来
の
予
測
及
び
展
望

を
十
分
に
考
慮
す
る
と
と
も
に
、
市
民
又
は
学
識
経
験
を
有
す
る
者
か
ら
の
客
観
的
な
意
見
を
参
考
に
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

議
員
定
数
の
基
準
は
、
人
口
、
面
積
、
財
政
状
況
及
び
市
の
事
業
課
題
並
び
に
類
似
市
の
議
員
定
数
と
比
較
検
討
し
、
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

議
員
定
数
を
定
め
た
条
例
の
改
正
議
案
は
、
市
民
の
直
接
請
求
に
よ
る
場
合
及
び
市
長
が
提
出
す
る
場
合
を
除
き
、
明
確
な
改
正
理
由
を
付
し

て
、
議
員
又
は
委
員
会
が
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。 

４ 

議
員
の
定
数
に
つ
い
て
は
、
別
に
条
例
で
定
め
る
。 

（
議
員
報
酬
） 

第
三
十
二
条 

議
員
報
酬
の
改
正
に
当
た
っ
て
は
、
行
財
政
改
革
の
視
点
だ
け
で
は
な
く
、
市
政
の
現
状
及
び
課
題
並
び
に
将
来
の
予
測
及
び
展
望

を
十
分
に
考
慮
す
る
と
と
も
に
、
市
民
又
は
学
識
経
験
を
有
す
る
者
か
ら
の
客
観
的
な
意
見
を
参
考
に
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

議
員
報
酬
を
定
め
た
条
例
の
改
正
議
案
は
、
市
民
の
直
接
請
求
が
あ
っ
た
場
合
及
び
市
長
が
提
出
す
る
場
合
を
除
き
、
明
確
な
改
正
理
由
の
説

明
を
付
し
て
、
議
員
又
は
委
員
会
が
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

議
員
の
報
酬
に
つ
い
て
は
、
別
に
条
例
で
定
め
る
。 

第
十
章 

最
高
規
範
性
及
び
見
直
し
手
続 

（
最
高
規
範
性
） 

第
三
十
三
条 

こ
の
条
例
は
、
議
会
に
お
け
る
最
高
規
範
で
あ
り
、
議
会
に
関
す
る
他
の
条
例
、
規
則
等
の
制
定
、
改
廃
並
び
に
解
釈
及
び
運
用
に

当
た
っ
て
は
、
こ
の
条
例
の
趣
旨
を
尊
重
し
、
こ
の
条
例
と
の
整
合
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

議
会
は
、
法
令
を
遵
守
す
る
と
と
も
に
、
議
会
に
関
す
る
法
令
の
解
釈
及
び
運
用
に
当
た
っ
て
は
、
こ
の
条
例
の
趣
旨
を
尊
重
し
適
正
に
行
わ



な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
見
直
し
手
続
） 

第
三
十
四
条 

議
会
は
、
こ
の
条
例
の
目
的
が
達
成
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
定
期
的
に
検
討
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

議
会
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
後
、
常
に
市
民
の
意
見
、
社
会
情
勢
の
変
化
等
を
勘
案
し
、
必
要
に
応
じ
て
こ
の
条
例
の
改
正
そ
の
他
の
必
要
な

措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

議
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
こ
の
条
例
を
改
正
す
る
と
き
は
、
必
要
に
応
じ
て
市
民
の
意
見
を
聴
く
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と

す
る
。 

  
 

 

附 

則 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

   

（
提
案
理
由
） 

 

議
会
の
基
本
理
念
、
議
会
及
び
議
員
の
責
務
及
び
活
動
原
則
等
を
定
め
る
た
め
、
条
例
を
設
け
る
も
の
で
あ
る
。 

 


